
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」

これまで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死
傷罪を刑法から削除し、新たに自動車運転中の死傷事故に係る刑罰を規定
した新法が平成26年5月20日に施行され、悪質運転による死傷事故を起こ
した運転者に対する罰則が強化されました。

新法のポイント

１ 危険運転致死傷罪の適用要件に「通行禁止道路における
危険運転」を追加

2 病気等の影響による死傷事故に危険運転致死傷罪を適用

３ 飲酒運転事故等の「逃げ得」を防ぐ処罰規定を新設

４ 無免許運転の場合に、刑を加重

危険運転致死傷罪の新たな適用要件として、「政令で定める通行禁止道路
を重大な交通の危険を生じさせる速度で運転」が加えられました。

アルコール又は薬物及び政令で定める病気の影響により、「正常な運転に
支障が生じるおそれがある状態で運転」して起こした死傷事故にも危険運転
致死傷罪が適用されます。

アルコールや薬物の影響で起こした死傷事故後に、アルコール等の影響の
有無又は程度が発覚することを免れるべき行為を処罰する「過失運転致死傷
アルコール等影響発覚免脱罪」が新設されました。

新法の罪を犯した者が無免許運転であった場合には、それぞれ刑が加重さ
れます。

５ 自動車運転過失致死傷罪は「過失運転致死傷罪」に名称が
変更

（ 施 行 日 平 成 2 6 年 ５ 月 2 0 日 ）



致死

15年以下の懲役
致傷

12年以下の懲役

致死

１年以上の有期懲役
致傷

15年以下の懲役

12年以下の懲役

新法の概要

罪名 適用要件等 罰則

危 険 運 転
致 死 傷 罪

【第２条】

以下の運転を行い、人を死傷させる行為
１ アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が

困難な状態で走行
２ 進行を制御することが困難な高速度で走行
３ 進行を制御する技能を有しないで走行

４ 危険な割り込み、幅寄せなど通行妨害目的で、重大
な交通の危険を生じさせる速度で運転

５ 赤信号などをことさらに無視し、重大な交通の危険
を生じさせる速度で運転
６ 政令で定める通行禁止道路を進行し、重大な交通

の危険を生じさせる速度で運転

無免許運転の場合

致死

１年以上の有期懲役
致傷

６月以上の有期懲役

【第３条第１項】

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常
な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、そ

のアルコール等の影響により正常な運転が困難な状態
に陥り、人を死傷させる行為

【第３条第２項】
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とし

て政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な
運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、その
病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人

を死傷させる行為

無免許運転の場合

致死

６月以上の有期懲役
致傷

15年以下の懲役

過失運転致死傷
アル コール等
影響発覚免脱罪

【第４条】

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正
常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、

人を死傷し、その後アルコール等の影響の有無又は程
度が発覚することを免れる行為をしたとき

無免許運転の場合

15年以下の懲役

過 失 運 転
致 死 傷 罪

【第５条】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ
せる行為

７年以下の懲役若しくは

禁錮又は100万円以下
の罰金

無免許運転の場合

10年以下の懲役

※ 赤字及び赤枠は新設規定


